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（修業年限） 

第14条 本大学院の修業年限は、修士課程は２年、博士後期課程は３年とする。ただし、本条に定

める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了すること（以下「長期

履修制度」という。）ができる。 

（在学年限） 

第15条 学生は本大学院においては、修士課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超

えて在学することができない。 

２ 前項にかかわらず、第 21 条又は第 22 条の規定により入学を許可された学生は、第 21 条第２

項又は第22条第２項により定められた修業年限の２倍の年数を超えて在学することはできない。 

３ 前２項にかかわらず、学長が、教育上特別必要があると認めた場合は、この限りではない。 

第２節 入学、転入学及び再入学 

（入学の時期） 

第16条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第21条及び第22条の規定により入学する者

については、学期の始めとすることができる。 

（入学の資格） 

第17条 本大学院の修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格をもち、

所定の試験に合格した者とする。 

（1）大学を卒業した者 

（2）外国において学校教育の16年の課程を修了した者 

（3）文部科学大臣の指定した者 

（4）本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、22歳に達した者 

２ 本大学院の修士課程に入学することのできる者は、前項の規定を充足し、かつ次の各号の一に

該当する者でなければならない。

（1）看護学、理学療法学、作業療法学などの医療保健分野において、学士課程卒業レベルの知識・

技術を有している者 

（2）助産師国家試験受験資格を希望する者は、保健師助産師看護師法に規定する、看護師免許を

有する（取得見込を含む）女子 

３ 本大学院の博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一つに該当する資格をもち、

所定の試験に合格した者とする。ただし、第1号から第６号までに関しては、入学の前年度末ま

でにこれに該当することとなる者を含むものとする。 

（1）修士の学位または専門職学位を有する者 

（2）外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

（3）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 

（4）我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、
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修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

（5）国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

（6）大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、大学院において、

修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者 

（7）大学院において個別の入学資格審査により認めた24歳以上の者 

４ 本大学院の博士後期課程に入学することのできる者は、前項の規定を充足し、かつ次の号に 

該当する者でなければならない。 

（1）看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士等の保健医療の専門職資格を有する者で

あって、保健医療学分野における研究を行い、論文を執筆した経験がある者 

 

（入学の出願） 

第 18 条 本大学院への入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び所定の書類を添え

て、指定期日までに本学に願い出なければならない。 

 

（入学者の選考） 

第19条 前条の入学志願者については、所定の選考の後、研究科委員会の議を経て、学長が合否を

決定する。 

２ 入学者の選考に関し、必要な事項は別に定める。 

 

（入学手続及び入学許可） 

第 20 条 選考に基づき合格の通知を受けた者は、指定された期日までに所定の書類を提出すると

ともに、所定の学生納付金を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者について、入学を許可する。 

 

（転入学） 

第 21 条 他の大学院に在学している者で本大学院への転入学を志願するものがあるときは、欠員

のある場合に限り、選考の上、研究科委員会の議を経て、相当と認める年次に入学を許可するこ

とができる。 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い、修業年限

並びに在学年限については、研究科委員会の議を経て、学長が決定する。 

 

（再入学） 

第22条 次の各号の一に該当し、再入学を志願する者は、欠員のある場合に限り、選考の上、研究

科委員会の議を経て相当年次に入学を許可することができる。 

（1）第34条の規定により退学した者 

（2）第35条第１号又は第４号の規定により除籍された者 

２ 前項により入学を許可された者の、既に履修した授業科目及び単位数の取り扱い、修業年限及

び在学年限は、研究科委員会の議を経て学長が決定する。 

 

第３節 教育方法、教育課程、単位及び履修方法 

 

（教育方法） 
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別表１ 

研究科・専攻の教育研究上の目的 

研究科・専攻 課程 教育研究上の目的 

保健医療学研究科 

保健医療学専攻 

修士課程 

 

保健医療において研究者としての基本的研究手法を修得した高度専門

職業人（臨床実践者並びに指導者）を養成し、加えて、医療人としての

倫理観をもって地域医療に貢献できる有為な人材を育成すること 

 

博士後期課程 

 

創造性に満ちた研究・開発能力を有し、保健医療学における多彩な研

究を遂行可能な研究者や、医療施設、保健施設、行政、地域で保健医療

学の実践に携わる多彩な職種の中で中心的役割を担える管理・指導能力

を有する高度専門職業人や、保健医療学分野の大学において確かな教育

能力と研究能力を兼ね備えた教員を養成すること 

 

 

別表２ 

研究科・専攻の人材の養成の目的 

研究科・専攻 課程 人材の養成の目的 

保健医療学研究科 

保健医療学専攻 

修士課程 

 

① 保健医療学の３領域を対象とした学問的基盤を熟知し、保健医療

に関わる高度専門知識・技術を有する臨床実践者の養成 

※保健医療学を基盤に、健康増進・予防、心身機能回復及び助産学に

関わる諸問題・課題を的確に解明する能力を身につけて、創造性かつ

実践的な専門的知識・技術を有する高度専門職業人の養成を目的とし

て、教育研究を行う。 

 

② 臨床的学問探求を培い、地域医療において研究者としての基本的

研究手法を修得し、臨床現場（医療施設、保健施設、行政、地域）で

高度な医療専門性を生かしチーム医療の中心として貢献できる指導

者の養成 

※地域包括医療システムの中で、症例個々に合った疾病予防や診断・

治療とQOL向上のために、医療専門職との相互理解とチーム医療を推

進できる人材を養成する。 

 

博士後期課程 

 

① 臨床的学問探求を培い、保健医療学を基盤とする看護学、またはリ

ハビリテーション学のいずれかの領域のさらなる創造性に満ちた研

究・開発能力を有し、多彩な研究を遂行できる研究者の養成 

② 保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学の

いずれかの領域を対象とした学問的基盤を熟知し、看護学、またはリハ

ビリテーション学の実践において臨床現場で管理・指導能力を有する高

度専門職業人の養成 

③ 保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学の

いずれかの領域の学問的基盤を熟知し、看護学、またはリハビリテーシ

ョン学の実践において確かな研究能力と教育能力を兼ね備えた大学教

員を養成 
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③ 特別研究科目のカリキュラム・ポリシー 

特別研究科目（3科目）は、修士論文に必要となる科目を配置する。選択した主とな

る研究領域科目にかかる研究成果を、修士論文として提出する。修士論文は、関連する

３名の教員によって、年度末に開催される修士論文審査会の審査を受け、合格者に修士

号を与える。 

また、「特別研究科目」では、「共通科目」及び「専門科目」で修得した知識をもとに

新しい知識を創造する応用力、課題を探究する能力、課題に対して計画的に研究を推進

する能力、さらに、地域包括ケアシステムに適応できる能力を修得する。また、発表や

討論を通して、専門的な文献の読解力や、柔軟で論理的な思考力及びコミュニケーショ

ン能力を修得する。 

 

入学者受入れの 

方針 

① 人間に対する深い関心を持ち、生命の尊厳を重視し、個を敬愛できる人 

② 幅広くより高度に学ぶために、人文・社会・自然科学などの必要な基礎学力を有してい

る人 

③ 保健・医療の専門的臨床実践者として必要な学問、技術の修得に意欲的な人 

④ 地域社会とその保健・医療に関わる課題への科学的探究と解明や、地域貢献に寄与して

いく意欲のある人 

⑤ 責任感と倫理観を備え、創造性や社会性を兼ね備えた人 

⑥ 協調性があり、高いコミュニケーション能力を備え、多職種連携に意欲を持つ人 

⑦ 保健医療分野の指導的役割を担う意欲のある人 

 

保健医療学研究科の学位授与、教育課程編成・実施、入学者受入れの方針（博士後期課程） 

学位授与の方針 

博士後期課程共通方針 

①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル） 

保健医療学に精通した上に、看護学、またはリハビリテーション学に加え、教育学、社会

学、情報など他分野の専門知識を幅広く学際的要素として修得し、人間や社会の多様性を理

解した知のプロフェッショナルとして、看護学、またはリハビリテーション学に於ける研究

者、高度専門職業人、教育者としての能力を有している。 

②（研究能力、コミュニケーション能力） 

保健医療を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学における諸課題を自ら発見・

設定し、論理的に考察する力、独創的な研究を自立して遂行する力、研究結果を論理的に評

価・分析する力など、科学的エビデンスの構築に必要な高度な研究能力に加え、研究成果を

広く社会に知らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有している。 

③（多職種協働における管理 ・指導能力） 

保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学の実践に関わる医療・行政・

地域の現場において、多職種間の有機的連携を推進するために中心的な役割を担える管理能

力・指導能力を有している。 

④（教育実践能力） 

保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学に於ける研究能力を有し、

大学の学生教育に精通し、学生の主体的な学びを促す教育実践能力を有している。 

⑤（高い倫理観） 

学生の教育や研究活動、医療や介護等の現場で求められる豊かな人間性や責任感、使命感

とともに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を有して

いる。 
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看護学領域における学位授与の方針 

①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル） 

看護学に精通した上に、保健医療学の専門知識を基盤に、教育学、社会学、情報など他分

野の専門知識を幅広く学際的要素として修得し、人間や社会の多様性を理解した知のプロフ

ェッショナルとして、看護学に於ける研究者、高度専門職業人、教育者としての能力を有す

る。 

②（研究能力、コミュニケーション能力） 

看護学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的な研究を自立し

て実装し遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、看護実践の基盤となる科

学的エビデンスの構築に必要な高度な研究能力に加え、研究成果を広く社会に知らせる情報

発信能力、コミュニケーション能力を有している。 

③（多職種協働における管理 ・指導能力） 

看護学の実践に関わる医療・行政・地域医療の現場において、多職種間の有機的連携を推

進するために中心的な役割を担える調整力および管理能力・指導能力を有している。 

④（教育実践能力） 

看護学における研究能力を有し、看護系大学の学生教育に精通し、学生の主体的な学びを

促す教育実践能力を有している。 

⑤（高い倫理観） 

看護学生の教育場面や研究活動、看護職が医療、介護そして福祉等の現場で求められる豊

かな人間性や責任感、使命感とともに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人

に必要な高い倫理観を有している。 

 

リハビリテーション学領域における学位授与の方針 

① （自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル） 

  リハビリテーション学に精通した上に、保健医療学の専門知識を基盤に、教育学、社会

学、情報など他分野の専門知識を幅広く学際的要素として修得し、人間や社会の多様性を理

解した知のプロフェッショナルとして、リハビリテーション学に於ける研究者、高度専門職

業人、教育者としての能力を有する。 

② （研究能力、コミュニケーション能力） 

  リハビリテーション学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的

な研究を自立して遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、リハビリテーシ

ョン実践の基盤となる科学的エビデンスの構築に必要な高度な研究能力に加え、研究成果を

広く社会に知らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有している。 

③ （多職種協働における管理 ・指導能力） 

  リハビリテーション学の実践に関わる医療・福祉・行政・地域医療の現場において、多職

種間の有機的連携を推進するために中心的な役割を担える管理能力・指導能力を有している。 

④ （教育実践能力） 

  リハビリテーション学における研究能力を有し、リハビリテーション系大学の学生教育に

精通し、学生の主体的な学びを促す教育実践能力を有している。 

⑤ （高い倫理観）   

  理学療法学生または作業療法学生に対する教育場面やリハビリテーション学領域の研究活

動、リハビリテーション関連職が医療や福祉等の現場で求められる豊かな人間性や責任感、
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使命感とともに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を

有している。 

教育課程編成・ 

実施の方針 

博士後期課程のカリキュラム・ポリシー 

① 保健医療学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、看護学、またはリハビリテーシ

ョン学に関連する学問分野の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理的見

識を備え、適切な方法論を用いて自立的に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と専門職

連携教育を実践させるため、その根源となる豊かな知的学識を培えるための科目を配置する。 

② 保健医療学分野の看護学、またはリハビリテーション学それぞれに関わる諸問題・課題を

幅広い知識、専門的及び科学的観点から的確に解明し実践するために、多職種や地域社会と連

携して高度な企画運営等の運営管理能力、創造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、なら

びに高等教育の目的、重要性、意義、方法など、理論的基礎の検証を学ぶことができる科目を

配置する。 

③ 保健医療学分野の看護学、またはリハビリテーション学それぞれに関わる専門、かつ多様

な実践と研究、教育の応用・発展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い知識、

研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学ぶ科目を配置する。 

④「共通科目」、「基礎科目」及び「専門科目」で修得した知識をもとに、高い倫理観を有し人

間や社会の多様性を理解した知のプロフェッショナルとして、適切な研究方法を用いて自ら研

究課題を設定した研究活動を行い、その成果発表に取り組む教育を実践することができる科目

を配置する。 

 

看護学領域における共通科目、基礎科目、専門科目のカリキュラム・ポリシー 

① 看護学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、看護学関連学問分野の幅広い知識を

修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理的見識を備え、適切な方法論を用いて自立的に

研究活動が行える能力と主体的な教育活動と専門職連携教育を実践させるため、その根源とな

る豊かな知的学識を培えるための科目を配置する。 

② 看護学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知識、専門的及び科学的観点から的確に

解明し実践するために、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運営管理能力、創造

性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、ならびに高等教育の目的、重要性、意義、方法など、

理論的基礎の検証を学ぶことができる科目を配置する。 

③ 看護学に関わる専門、かつ多様な実践と研究、教育の応用・発展を修得するために、自ら

の研究分野以外の学問の幅広い知識、研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学ぶ

科目を配置する。 

 

看護学領域における特別研究科目のカリキュラム・ポリシー 

④ 研究能力育成と研究遂行のため、特別研究科目として看護学特別研究を配置する。 

看護学特別研究は、看護学領域における研究をさらに深化させる探究⼼を備えるために研究活

動に重点を置いた教育を⾏う。さらに、看護学領域において⾃⽴した研究活動を通して、教育

者、研究者、高度専門職業人として、社会を牽引できる能力を修得できる科目とする。 

具体的活動としては、研究デザインから論⽂執筆までを個別指導と複数教員による集団指導を

組み合わせ、複数回の中間報告会等により、進捗状況の確認と研究内容の向上を図り、独創性

や⾃⽴して研究を⾏いうる能⼒とプレゼンテーション能⼒を修得する。 
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学術交流、研究活動に貢献でき、研究成果をグローバルに発信できる能力を育成するために、

看護学特別研究において、学会やジャーナルに成果を発表することも目指す。 

 

リハビリテーション領域における共通科目、基礎科目、専門科目のカリキュラム・ポリシー 

① リハビリテーション学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、リハビリテーション

学関連学問分野の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理的見識を備え、

適切な方法論を用いて自立的に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と専門職連携教育を

実践させるため、その根源となる豊かな知的学識を培えるための科目を配置する。 

② リハビリテーション学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知識、専門的及び科学的

観点から的確に解明し実践するために、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運営

管理能力、創造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、ならびに高等教育の目的、重要性、

意義、方法など、理論的基礎の検証を学ぶことができる科目を配置する。 

③ リハビリテーション学に関わる専門、かつリハビリテーション学の専門かつ多様な実践と

研究、教育の応用・発展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い知識、研究方

法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学ぶ科目を配置する。 

 

リハビリテーション学領域における特別研究科目のカリキュラム・ポリシー 

④ 修士課程での教育を基礎として、より研究活動に重点を置いた教育を行うとともに、リハ

ビリテーション学研究をさらに深化させる探究⼼を備えた上で、リハビリテーション学領域に

おいて⾃⽴した研究活動を行い、教育者、研究者、高度専門職業人として社会を牽引できる能

力が修得できる科目とする。そのため、研究デザインから論⽂執筆までを個別指導と複数教員

による集団指導を組み合わせ、複数回の中間報告会等により、進捗状況の確認と研究内容の向

上を図り、独創性や⾃⽴して研究を行い得る能⼒とプレゼンテーション能⼒を修得させる。 

入学者 

受入れの方針 

博士後期課程の入学者受入れの方針 

① 人間に対する深い関心と高い倫理観を備え、生命の尊厳を重視し、個を敬愛できる人 

② 保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学に関する研究に求められる 

基礎的な能力と専門知識を有し、博士後期課程での研究を達成出来る人 

③ 看護学、またはリハビリテーション学に関する研究者・教育者・高度専門職業人として求 

められる専門知識と技術の修得に強い意欲を持つ人 

④ 保健医療に関わる社会的課題に常に関心を持ち、研究者・教育者・高度専門職業人として 

社会に貢献する熱意のある人 

⑤ 柔軟な発想と論理的思考を持ち、多様な分野の専門家と連携・協働できる協調性やコミュ 

ニケーション能力を備えた人 

 

看護学領域の入学者受入れの方針 

①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル）  

看護学に精通した上に、他分野の専門知識を幅広く学際的に修得し、人間や社会の多様性を理

解した知のプロフェッショナルとして、看護学に於ける研究者、高度専門職業人、教育者とし

ての資質を有する人。  

②（研究能力、コミュニケーション能力）  

看護学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的な研究を自立して実

-学則-16-



 

装し遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、看護実践の基盤となる科学的エ

ビデンスの構築に必要な高度な研究を達成する強い意志、研究成果を広く社会に知らせる情報

発信能力、コミュニケーション能力を有する人。  

③（多職種協働における管理 ・指導能力）  

看護学の実践に関わる医療・行政・地域医療の現場において、多職種間の有機的連携を推進す

るために中心的な役割を担える調整力および管理能力・指導能力を発揮できる資質を有する人。  

④（教育実践能力）  

看護学における研究に求められる基礎的な能力を有し、看護系大学の学生教育において、学生

の主体的な学びを促す教育実践能力に発展できる資質を有している人。  

⑤（高い倫理観）  

看護学生の教育場面や研究活動、看護職が医療や介護や福祉等の現場で求められる豊かな人間

性や責任感、使命感とともに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必要な高

い倫理観を有している人 

 

リハビリテーション学領域の入学者受入れの方針 

①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル） 

リハビリテーション学に精通した上に、他分野の専門知識を幅広く学際的に修得し、人間や社

会の多様性を理解した知のプロフェッショナルとして、リハビリテーション学に於ける研究者、

高度専門職業人、教育者としての資質を有する人。 

②（研究能力、コミュニケーション能力） 

リハビリテーション学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的な研

究を自立して実装し遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、リハビリテーシ

ョン実践の基盤となる科学的エビデンスの構築に必要な高度な研究を達成する強い意志、研究

成果を広く社会に知らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有する人。 

③（多職種協働における管理 ・指導能力） 

リハビリテーション学の実践に関わる医療・行政・地域医療の現場において、多職種間の有機

的連携を推進するために中心的な役割を担える調整力および管理能力・指導能力を発揮できる

資質を有する人。 

④（教育実践能力） 

リハビリテーション学における研究に求められる基礎的な能力を有し、リハビリテーション系

大学の学生教育において、学生の主体的な学びを促す教育実践能力に発展できる資質を有して

いる人。 

⑤（高い倫理観） 

リハビリテーション系学生の教育場面や研究活動、リハビリテーション関連職が医療や介護や

福祉等の現場で求められる豊かな人間性や責任感、使命感とともに、保健医療に携わる研究者

や教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を有している人。 
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